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現代 日本の里親意識 と児童養育 ・支援の今 日的課題
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"Present - day tasks of foster parent awareness and 

upbringing and support of children in modern Japan"

Sanae Masuda 1)  Yutaka Asada 2)

Summary 

This paper conducted an awareness survey of foster parents and put forth an examination with the. Purpose of 

clarifyinhg what kinds of awareness and options foster parents themselves hold concerming the practicaI aspects 

of chiId rearig,and what they feel are problems with the state of operation of Japan's foster parent system. 

In order to operate the foster parent system effectively,it is believed that support systems such child rearing 

consuItation and foster parent development and training that supports foster parents and the foster parent system 

are the things that are most necessary. 

In the future, it will probabIy be necessary to expand the survey's target area nationwide and survey the awareness 

of larger number of foster parents. In addidon, requests are being mado to also implement parallel surveys not 

intended only for foster parents, but for entrusted chiliren and parties surrounding the foster parent system, and 

for the overall analysis of dfferences in awareness and recognition, effects of foster parent commission, and so 

forth. 

Furthermore to complement the matters analyzed by the survey, there is an immininent necessity to examine the 

changing roles of child welfarere facilities in the environment surrounding children in recent years,family 

problems, societal awareness, and child welfare reforms in other words, to examine anew the meaning and role 
of the foster parent system from a socio - culturaI perspective. 

(J.Aomori Univ.Health Welf.3 (2) :177-190, 2001)
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　　　　　　　　　　　 要旨

　本稿では、里親への意識調査 を通 して、里親 自身が児

童養育の実際的側面 についてどのような意識や意見を持

ち、また日本の里親制度運用の実状において何 を課題点

と感 じているか等 を明らかにすることを目的として考察

を進めた。

里親制度を効果的に運用するためには、里親や里親制

度を支える里親開拓 と研修、養育相談等の支援 システム

が最 も必要 とされていると考えられる。

　今後は、調査の対象地域を全国的に拡大 して、 より多

くの里親の意識 を調査 してい くことが必要になるであろ

う。 また、里親だけでなく里親制度 をとりまく関係者や

委託児童 を対象 とした調査 も並行 して行い、意識や認識

の違い、里親委託の効果などを総合的に分析 してい くこ

とが求められている。

　 また調査 を通 しての分析内容 を補完 してい くために

は、近年の児童 をとりま く環境や、家族の問題、社会の

意識、児童福祉改革による児童福祉施設の役割の変化等、

つ まり社会文化的観点に立って里親制度の意義や役割に

ついて改めて考察する必要性に迫 られている。
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はじめに

日本の里親制度*1が 法の もとに整備 されるのは児童福

祉法が制定 された昭和22年 である。この児童福祉法 に

よって、日本の里親制度は児童養護の重要な施策 として

位置づけられていたが、里親制度の運用は昭和32年 から

同33年 を頂点に漸次減少の傾向 をたどっている。その後、

近年の社会情勢 にあわせ里親制度 をいっそう発展 させる

ために里親の条件 を緩やかな ものとし、昭和62年 に里親

制度の改正が行われた。里親制度 を少 しでも発展 させ る

べ くこの改正が行われたが、その後 にも里親登録数や委

託率の上昇はみ られず、実質的な効果は上がっていない。

その結果、 日本の要保護児童における社会的養護の現

状*2は 、施設養護が大部分を占め、里親や養子縁組等 に

よる家庭的養護の割合は大変少ない現状 となっている。

里親に委託 されている児童は要保護児童全体の約一割弱

という状況であ り、里親制度の停滞は否めない。

しか しながら、実親のもとでの養育が不可能な児童 には、

里親 または養子縁組 という家庭的養護が優先 されるとい

う認識 は世界的に共通なものであ り、日本が平成6年 に

批准 した 「児童の権利に関する条約」*3に おいて も明記

されている。近年では、児童虐待が社会的問題 として急

増 し、被虐待児のケアの一貫 として里親制度への役割 も

期待 され始めている。

よって、家庭的養護である里親制度が不振である、あ

るいは活性化 しないという現状のままでは、 日本の児童

福祉の効果的運用 ・充実は期待 しにくい状況になると考

えられる。 また、児童の権利を守るためにも家庭的養護

の機会 を少 しで も増やす努力が必要であろう。

里親制度の停滞には里親の調査研究が少ないとい う背

景 もあ り、研究 も制度運用*4も 双方 ともに発展 しにくい

という状況である。 日本 における里親制度 を再構築 して

い くためには、従来の研究方法や分析の方向性 を再考 し、

多面的な視点からの研究が不可欠 となる。そのひとつの

方向性 として、当事者である里親の意識調査 を通 して、

里親 自身が どのような意識や意見を持ち、里親制度運用

の実際 において何 を問題 と感 じているか等 を明確 にして

い く必要があると考えられる。本稿では先行研究 を分析

して意識調査の動向を整理 し、里親制度運用 に関 して実

施 したアンケー ト調査の結果をもとに、里親の意識 を中

心とした側面から考察 してい く。

Ⅰ　里親意識調査に関する先行研究の動向

里親の意識調査は、調査研究 としては基本的なもので

あ り、戦後の里親制度に関する研究 においても主体をな

している。 しか しなが ら従来の意識調査の多 くは、単発

的であ り、内容 も里親の属性や委託児童の養育状況の実

態にとどまってお り、里親制度や里親研修に対する里親

の意識等 を深 く掘 り下げた調査 は少ない*5。 また、調査

対象の多 くが児童 を委託中の里親であり、児童の委託を

受けていない未委託里親をも対象 とした意識調査はきわ

めて少ない状況である。 しかも、その意識調査 も近年で

は調査数 自体が少な くなっているのが現状である。

里親に関する調査研究は、継続的に実施 されているも

のでは、厚生労働省 による5年 に一度の 『養護児童等実

態調査結果の概要』が主なものである。 この調査は主に

要保護児童の実態調査であり、里親委託児の状況が詳 し

く調査されている。里親家庭については、動機や職業、

収入、住宅状況などといった背景を中心 としてお り、意

識調査の項 目は少ない。

社団法人 ・家庭養護促進協会では1980年 代から1990年

代にかけて、里子や里親の意識や実態調査、養親希望者

の実態調査などを系統的に行っている。家庭養護促進協

会は協会の開拓 した、主に関西地区の里親 を調査対象 と

し、『養護児童実態調査結果の概要』に比較 して、より深

く里親の意識 を探 り、 日本の里親研究に貢献 している。

しか しなが ら、それをもって日本の里親 として一般化 し

うるわけではない。家庭養護促進協会は積極的に里親 ・

養子縁組を推進 して きた民間団体であ り、 自治体の行政

機関である児童相談所が対応 している里親の実態とはか

なり異なっているのが現状であろう。

以上、最近の意識調査の主なものを挙げたが、この他

には自治体や里親会が実施する散発的な意識調査がいく

つかなされているのみである。このように里親の意識調

査は量的にも少な く、対象や地域の偏 りがあ り、十分に

調査 ・分析されているとは言えない。また、従来の里親

制度の議論において、当事者である里親の意識等 はあま

り反映されておらず、里親の意識が客観的に検証 される

機会 も少なかったといえる。

そこで本稿では、里親が里親制度の運用においてどの

ような意識 を持 って実践 しているのか とい う点 をアン

ケー ト調査の結果から明 らかにし、里親制度を効果的に

運用するためにはどのような対策が必要であるか等 につ

いて、里親の意識や意見、実態等の側面か ら考察 してい

く。

Ⅱ　里親に対する意識調査の結果

1　 調査方法

(1)対 象

表1-1で 示されている、関東地域の県 または市の里

親会 に調査 を依頼 した。各里親会の了解を得て、未委託

里親 も含む登録里親を対象にアンケー ト用紙 を郵送 し、

記入後郵送にて回収 した。対象数はA市30件 、B県149件 、

C県190件 、D県176件 、E市83件 であ り合計628件 であっ

た(た だ しB県 の未委託里親については、住所等が整理



されていないとのことで調査 を実施することがで きな

かった)。

　調査対象の地域の特徴は、C県 の委託率のみが全国平

均(1997年 度22.2%)を 下 まわっているが、他のA市 、

B県 、D県 、E市 の委託率は全国平均 よりも高 く、行政

も里親業務 に積極的に取 り組んでいる地域であ り、全般

的には里親制度が活発 な地域 といえる。東京都 は養育家

庭制度 を取 り入れてお り、養育里親*6と 養子里親*7が 明

確に分離 されている。そのため一般的な里親制度 とは内

容が異 なり、今回は対象地区から除外 した。

(2)調 査期間

　 1998年9月 から10月 にかけて実施 した。

2　 調査結果

(1)回 収率

アンケー ト調査用紙の発送数628に 対 し回収数239で あ

り、回収率は38.1%で あった(表1)。C県 の回収率が

20.5%と 最 も低 か っ た が 、 そ の 他 の地 区 で は 回 収 率 が40

～50%と な っ て い る。

(2)里 親 の 属 性

　 里 父 の 平 均 年 齢 は48.8歳 で あ り、 里 母 の 平 均 年 齢 は

41.3歳 で あ っ た 。就 業 形 態 で は、里 父 は 「常 勤 」(64.4%)

が 最 も多 く、次 い で 「自営 業 」(21.8%)で あ っ た 。 里 母

は 「専 業 主 婦 」(60.7%)、 「自営 業 」(13.0%)、 「常 勤 」

(11.7%)の 順 で あ っ た 。 里 父 の 自営 業 の割 合 は全 国 の

自営 業 者 世 帯 の 割 合12.9%に 比 して 、 高 い傾 向 が 見 られ

て い る 。 ま た 、1987年 の 改 正 で 、 共 働 き家 庭 も里 親 と し

て認 定 の 方 向性 が 示 さ れ た が 、 里 母 の 就 業 率 は 、 以 前 よ

り も就 業 率 は 高 くな っ て き て い る が 、 一 般 家 庭 の 妻 の 就

業 率 よ りは 低 く な っ て い る 。 回 答 者 は 「里 母 」 が133

(55.6%)と 最 も多 く、 次 い で 「里 父 母 」75(31.4%)、

「里 父 」25(10.5%)で あ っ た 。

表1-1　 対象 とした地区(里 親会)と 調査票の回収数

表1-2　 里父職業 表1-3　 里母職業

- 179 -

人数(%)
1

常勤 154(644)

非常勤 6(2.5)

自営業 52(21.8)

無職 11(4.6)

その他 8(3.3)

NA 8(3.3)

人数(%)

常勤 28(11.7)

非常勤 16(6.7)

自営業 31(13.0)

専業主婦 145(60.7)

その他 11(4.6)

NA 8(3.3)

地　域 対象数 回収数(%) *委 託率　 %

1 A　 市 30 12(40.0) 36.7

2 B　 県 149 61(40.9) 35.5

3 C　 県 190 39(20.5) 17.0

4 D　 県 176 89(50.6) 25.4

5 E　 市 83 38(45.8) 41.7

合計 628 239(38.1)

※委託率は1998年4月1日 現在(第44回 関東ブロック里親研究協議会資料 より)
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表3　 里親 になった動機

動 機 人数 %

1子 どもがい ない ので 里親 と して子 育 て した い 83 34.7

2養 子縁組 を した い 44 18.4

3要 保護 児 童 を理 解 した上 で 協 力 したい 56 23.4

4生 活 に ゆ と りあ り、 社 会 に 役 立 ち た い 8 3.3

5実 子 ・養 子 に兄弟 姉妹 が ほ しい 8 3.3

6身 近 に里親 や 里子 が い た 4 1.7

7そ の 他 15 6.3

NA 21 8.8

計 239 100.0

人数(%)

現在委託中 137(57.3)

現在 委託 を

受 けて い な

い(右 に 詳

しい 内訳)

全く委託無 101

(42.6)

20(8.4)

季節里親の経験のみ 11(4.6)

過去に委託有 41(172)

養子縁組完了 29(12.1)

N.A. 1(0.4)

計 239(100)

(4)申 請および認定の状況

認定 を受けた ときの里父の平均年齢は41.3歳 であ り、

里母は38.5歳 である。申請から認定までの期間は 「半年

以内」が最 も多 く(49.0%)、 次いで 「半年か ら1年 未

満」(34.3%)で あった。申請から1年 以内に8割 以上が

認定 を受けていることになる。 しか しながら1年 以上か

ら数年間という長期間を要 して認定されているケースは

2.8%で あった。

(5)里 親 制 度 を知 っ た経 緯 と動 機

里 親 制 度 を 知 っ た の は 、「市 町 村 の 広 報 誌 等 」(28.5%)

が 最 も多 く、次 い で 「役 所 な どの公 的 機 関」(27.2%)、

「そ の他 」(25.9%)、 「新 聞 な どの マ ス コ ミ」(17.2%)、 「身

近に里子や養子 を育てている人がいた」(14.6%)の 順で

あった。

「その他」の内訳 を多い順 にみてみると、里親 自身が

児童養護施設などの職員だったので知っていた、児童養

護施設の友人知人から、福祉の勉強をしていたので、福

祉 の仕事をしていた、 といういわゆる福祉関係者であっ

た というケースが多 くみ られた。

里親 になる動機は、「子 どもがいないので里親 として子

育てをしたい」が(34.7%)と 最 も多 く、次いで 「親と

の生活ができない子 どもへの理解か ら」(23.4%)、 「養子

縁組をしたい」(18.4%)の 順であった(表3)。 「養子縁

組をしたい」 という動機は、全国調査の結果31.9%と 比

較 してみると、本調査の方が少 ない傾向が見 られた。

表2委 託の状況

(3)委 託状況

委託状況は、「現在委託中」が137(57.3%)で あ り、

現在委託 を受けていないは101(42.6%)で あった。現在

委託 を受けていないの内訳 は、「過去 に委託あ り」が41

(17.2%)、 「季 節 里 親 の み 」11(4.6%)、 「全 く委 託 を受

け た こ とが な い 」20(8.4%)、 「養 子 縁 組 を完 了 した」29

(12.1%)で あ った(表2)。
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表6-a　 委託を受ける意志のない理由(全 体)　 n＝101(複 数回答)

人数 %

1不 調 に終 わった経験 があ る 3 3.0

2自 分 たちが考え る里親制度 とは ちが っていた 2 2.0

3苦 労が 多 くや りがい がない 4 4.0

4家 庭の状況の変化で受け入れ られなくなった 13 12.9

5意 欲 ・や る気 が失せた 2 2.0

6現 在委託 中の子 どもだ けに したい 28 27.7

7縁 組 を完了 したので新たな受け入れは希望 しない 11 10.9

8里 親 の年齢的 な理 由、高齢 51 50.5

9そ の他 13 14.1

委託中 委託無 し

ある 76 55.5% 61 60.4%

な し 61 44.5 40 39.6

合計 137 100.0 101 100.0

人数 %

1普 通養子縁組 を したい 15 6.3

2特 別養子縁組 を したい 27 11.3

3子 どもや実親が希望すれば考えたい 51 21.3

4養 子縁組 をす るつ もりはない 59 24.5

5普 通養子縁組 を申請中である 0 0

6特 別養子縁組 を申請中である 7 2.9

7普 通養子縁組 を完了 した 21 8.8

8特 別養子縁組 を完了 した 31 13.0

9そ の他 10 4.2

NA 18 7.5

計 239 100.0

人数 %

有 り 137 57.3

無 し 101 42.3

NA 1 0.4

計 239 100.0

表5-b　 現在の状況別の委託を受ける意志

表4　 養子縁組について

表5-a　 今後の委託を受ける意志(全 体)

(6)養 子縁組 について

普通養子縁組および特別養子縁組 を希望する養子里親

と、養子縁組 を目的にしない養育里親については、養子

里親を希望するものが多かった。「特別養子縁組の希望・

申請中 ・手続 き完了」が計58人(24.3%)、 「普通養子縁

組の希望 ・申請中 ・手続 き完了」が計36人(15.1%)で

あ り、養子縁組を明確 に意図している群が約4割 を占め

る。その上に、「子 どもや実親が希望すれば養子縁組 を

考える」(21.3%)を 加えると全体 の約6割 が養子縁組 を

する意向を持っていることになる。「養子縁組をせず里親

として養育 したい」(24.5%)と した養育里親の希望は全

体の約4分 の1で あった(表4)。

(7)今 後の委託の可能性

今後 の委託 希望 の有 無 に対 して は、「有 り」が137人

(57.3%)、 「無 し」が101人(42.3%)で あった(表5-

a)。 「無 し」の内訳 は、「里親の年齢 的理由が」約半数

を占め、次いで 「現在委託中である」、「家庭の状況が変

わった」、「養子縁組が完了 した」の順 になってお り、こ

れらの理由が大半を占め、「不調に終わった経験がある」、

「苦労が多 くや りがいがない」、「意欲 ・やる気が うせた

」という否定的な理由は合 わせて9%で あった(表6-

a)。
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表6-b委 託を受ける意志のない理由(委 託中と委託無 しの比較)重 複回答

委託の可能性 を、現在委託 中と未委託の別で見てみる

と、未委託の約6割 が 「有 り」 と答えてお り、未委託 に

おいて今後の委託の可能性は高かった(表5-b)。 また、

未委託において委託を受ける意思がない理由としては、

もっとも多い ものが 「里親の年齢的理由(高 齢)」 であ

り、6割 以上を占めていた。ついで 「養子縁組 を完了 し

た」が2割 であった。

これに対 し委託中の今後委託 を受ける意思がない理由

は、「里親の年齢的理由(高 齢)」 と 「現在委託中の子 ど

もだけにしたい」が双方 とも4割 以上 とほぼ同率であっ

た。

委託可能な子 どもの年齢は、「年齢にはこだわらない」、

「小学校低学年」、「3-5歳 」、「1-2歳 」、の順であっ

た。性別については 「どちらで もよい」、「女児」、「男児」

の順であった。心身の状況では 「健康な子」、「多少の障

害 ・病気 はか まわない」 となっていた。

委託可能な児童の性別 ・年齢 ・心身の状況については、

性別 ・年齢は 「特にこだわらない」が最 も多 く、心身の

状況については 「健康な子 ども」が最 も多かった。

(8)養 育 の 相 談 及 び状 況

養 育 の悩 み や 問題 へ の対 処 につ い て たず ね た と こ ろ 、

「よ く相 談 す る」 と 「た ま に相 談 す る」 相 手 や 機 関 は

「里 親 会 の 会 員 」(65.1%)、 「児 童 相 談 所 の 職 員 」

(63.1%)、 「育 児 経 験 の有 る知 人」(57.4%)、 「里 親 の手

記 、 里 親 会 の 機 関 紙 」(51.8%)、 の順 で あ っ た 。 反 対 に

「相 談 し な い 」 と して い る の は 、 「保 健 所 等 の 保 健 婦 」

(80.4%)、 「医 療 機 関」(67.5%)、 子 ど もが 入 所 して い

た施 設 の 職 員 」(60.3)、 「育 児 雑 誌 ・育 児 書 」(54 .5%)、

の 順 で あ っ た 。

「里 親 の 配 偶 者 、 兄 弟 姉 妹 」 と 「保 育 園 ・幼 稚 園 ・学

校 の 先 生 」 は 「相 談 す る」 と 「相 談 しな い」 が ち ょ う ど

同じ位の比率であった。里親の養育の問題 については、

里親同士の体験談が最 も有効であるとい う傾向がみられ

ている。

子 どもを養育 してよかったことは、「自分たちも成長 し

人生が充実 した」(78.0%)、 「家の中が明る くなった」

(72.2%)、 「地域社会の人間関係が広がった」(72.2%)の

順 に多かった。困ったこ とは、「子 どもの性格や行動上

の問題」(39.7%)で あ り、「子 どもの健康上の問題」、

「家族 との関係」、「実親 との関係」、「近隣や学校等の関

係」、「施設や児童相談所 とのや りとり」においては 「困

らない」と回答するものが多かった。

養育にあたっての地域社会 との関係 についてたずねた

ところ、保育所や幼稚園 ・学校 との関係お よび近隣 との

関係においては、どちらも 「特に問題な し」が7割 以上

を占めてお り、「不都合がある」、「差別されているよう

に感 じる」は数%と 少なかった(表7)。

全体的に見て多 くの里親は、児童の養育に充実感や満

足感を感 じてお り、養育において深刻な問題があった り

地域社会との関係に問題があると感 じることは少ないと

いう状況であった。

(9)里 親制度が発展 しない要因についての考え

里親制度が発展 しない要因のそれぞれの項 目に対 して

「そう思 う」、「どちらともいえない」、「そうは思えない」

の3段 階で回答 してもらった。 どの項目において も 「そ

う思 う」が 「そう思わない」より圧倒的に多 く、多 くの

要因が関与 していることが示唆されている。

「そう思 う」の回答が多かった項 目は、「里親制度が知

られていない」(75.3%)が 最も多 く、次いで 「血縁意識

が強いなど社会的偏見が強い」(70.3%)、 「育児不安 など

子育てが難 しそうに思われている。」(59.4%)、 「他者の

ために役立 とうとする家庭が少ない」(58.6%)、 「共稼 ぎ

委託中 委託無 し

1不 調 に終 わった経験 が あ る 0 0% 3
1
7.5%

2自 分 た ちが考 え る里 親制度 とは ちが っていた 2 3.3 0 0

3苦 労 が多 くや りが いがな い 3 4.9 1 2.5

4家 庭 の状 況の変化 で受 け入れ られ な くな った 6 9.8 7 17.5

5意 欲 ・や る気 が失 せ た 1 1.6 1 2.5

6現 在委 託 中の子 ど もだ けに した い 26 42.6 2 5.0

7縁 組 を完 了 した の で新 た な受 け入れ は希望 しな

い

3 4.9 8 20.0

8里 親 の年齢 的な理 由、高齢 25 41.0 26 65.0

9そ の他 8 13.1 5 12.5
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(10)研 修について

認定後および委託前の研修や説明の内容が どの程度理

解 されているかについてたずねた。「よくわかった」、「あ

る程度わかった」 を理解群、「わからない」、「説明 を受

けなかった・記憶にない」を非理解群 としてみてみると、

全項 目においては理解群が多かったが、非理解群 も少な

くないことから研修が必ず しも効果的に行われていると

はいえない。

理解群の多い項目は、「施設で生活 している子 どもの状

況」、「委託児童の一般状況」、「適応過程 における心理的

問題 と対応」、「養子制度 とその手続 き」であった。

非理解群の割合が比較的高かった項 目は 「委託児童の実

親に対する感情の受け止め方」、「実親やその家族 との

関わ り方」、「里親家庭の家族や近隣などの関係で起 こり

やすいス トレスについて」、「子 どもの社会的 自立や施設

へ返す場合について」等であった。

理解群の項 目と非理解群の項目を比較 してみると、理解

群 は委託前の状況や問題 に対応するような内容であ り、

非理解群では委託後の状況やマイナス面についての内容

である。

希望する研修内容についての自由記載欄には57.3%が

記入をしてお り、その内容は多岐にわたっているが、研

修の形式については 「体験談の発表」と 「グループ討議」

が圧倒的に多かった。

(11)児 童相談所への意見お よび要望等について

児童相談所に対する要望の項 目に対 して「そう思う」、「ど

ちらともいえない」、「そうは思わない」の3段 階でたず

ねた。「そ う思 う」が最 も多かった項 目は 「子 どもたち

の情報が もっとほしい」であり、次いで 「地域の人々へ

里親制度に対する正 しい理解を促 してほしい」、「里親の

苦労や悩 みを理解 してほしい」の順であった。「どちら

ともいえない」が最 も多かった項 目は、「研修会や懇談

会の機会を設けてほしい」、「里親の自主性や発言力を認

めてほしい」、「もっと足繁 く訪問をしてほ しい」、「経済

的な苦労を理解 してほしい」の順であった。(表9)

自由記載 で児 童相談所へ の意見 を求 めた ところ、

43.9%と 半数近 くが意見の記述 をしていた。 自由記述 と

して最 も多 く述べ られていたものは、「児童相談所の職員

の人事異動が頻繁す ぎる」、「職員の転勤が多 く、またゼ

ロから信頼関係を築かなければいけない」「職員同士の引

継ぎが不十分である」 といったような児童相談所の勤務

形態 に関する不満である。次に多かった意見が、「里親

に出せ る子 どもの情報を、ため らわずに公開 してほし

い」、「里親を必要としている子 どもたちの情報を知 らせ

るとともに、 もっと里親を信頼 して委託を促進 してほ し

い」 といったような、児童相談所から提供 される情報量

の少なさへの不満ならびに里親委託の一層の促進 を主張

する意見である。

の里親に対する支援体制がない」(53.1%)、 「女性の就労

が増え子育てをする余裕がない」(52.7%)、 「里子 より養

子の希望者が多い」(52.3%)で あった。

里親 も一般的な論調 と同 じような認識を持っていると

いう傾向があるが、里親の認識が違う項目がひとつあっ

た。それは 「里親が里子を選ぶ傾向があ り、委託が成立

しにくい」(32.6%)で あった。この項 目は 「そう思わな

い」(17.6%)の 回答が最 も多 くなっていた(表8)。

親族や知人に里親 となることをすすめるかについて

は、「適当な人がいればすすめてみたい」(67.8%)、 「積

極的にすすめている」(10.0%)と あわせると、約8割 近

くが里親になることを進めたい と思っている。反対 に「苦

労が多 く進め られない」(11.3%)、 「里親であることを知

られたくないのですすめない」(2.5%)な どの否定的な

傾向は全体の一割 を超える程度であった。

以上のことから、里親は里親 としての自分 と里親役割

を肯定的に受け止めてお り、社会一般への普及 と理解を

求めているということがいえる。

表7　 地域社会との関係

学校 、幼稚 園、保 育園 近隣

1.特 に 問 題 な い 152 72.2% 159 76.1%

2.理解 が な く何 か と不都合 あ り 3 1.4 2 1.0

3.差別 されてい る よ うに感 じる 3 1.4 4 1.9

4.そ の他 25 12.0 27 12.9

NA 26 12.4 17 8.1

合計 209 100.0 209 100.0
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この自由記述欄では、選択式 による質問項 目からは得

られなかった、里親の児童相談所 に対する率直な気持ち

と前向きな意見 ・要望が得 られた点が意義深い。自由記

載にも関わ らず多 くの回答が寄せられてお り、児童相談

所への期待 とともに不満 も多い という傾向が見られた。

ここで、自由記述として述べ られていた内容をまとめ

ると、次の6つ の関連意見群に類型化することがで きる

(表10)。

表8　 里親制度が発展しない理由(%)

表9児 童 相 談 所 に つ いて の 要 望(%)n=239(100.O)

そ う思 う どち らとも

思 わ な

そ う思 わな

い

NA 合計

a里 親 制度 が知 られ て い ない 180(75.3) 38(15.9) 14(5.9) 7(2.9) 239

(100)b他 者 の ため に役 立 と うとい う家 庭

が少

140(58.6) 74(31.0) 19(7.9) 6(2.5)

c血 縁意識が強 く社会的偏見がある 168(70.3) 45(18.8) 20(8.4) 6(2.5)

d行 政や児童相談所が積極的でない 109(45.6) 101(42.3) 24(10.0) 5(2.1)

e里 親 が里 子 を選ぶ傾 向が あ る 78(32.6) 112(46.9) 42(17.6) 7(2.9)

f里 子 よ り養 子の希 望者 が多 い 125(523) 88(36.8) 18(7,5) 8(3.3)

g住 環 境 の余裕 が ない 103(4301) 97(40.6) 35(14.6) 4(1.7)

h預 かった後の支援体制が不充分 104(43.5) 102(42.7) 25(10.5) 8(3.3)

i子 育 ての経済的負 担 が大 きい 113(47.3) 91(38.1) 31(13.0) 4(1.7)

j女 性 の就 労 に よ り子 育 て の余 裕 な

し

126(52.7) 86(36.0) 19(7.9) 8(3.3)

k共 稼 ぎの里親 に対す る支援体制が

ない

127(53.1) 84(35.1) 18(7.5) 10(4.2)

l育児不安など育児が難 しく思 われ

てい

142(59.4) 73(30.5) 18(7.5) 6(2.5)

mそ の他 15(6.3) 224

(94.7)

そ う思 う どち らとも
そう思わな
い

NA 合計

1.も っと足繁 く訪 問 してほ しい 84(35.1) 101(42.3) 41(17.2) 13(5.4) 239

(100)2.研修会や懇談会の機会を設ける 59(24.7) 121(50.6) 46(19.2) 13(5.4)

3.委 託 の対象児童 の情報 をもっ と 168(70.3) 44(18.4) 17(7.1) 10(4.2)

4.里 親 の 自主性 ・発言力 をみ とめ て 96(38.9) 106(44.4) 29(12.1) 11(4.6)

5.実 親へ の指導 を 88(36.8) 93(38.9) 48(20.1) 10(4.2)

6.地 域 の人々へ の正 しい理解 を普及 116(48.5) 70(29.3) 42(17.6) 11(4.6)

7.児童相談所の仕事の内容を知らせ 90(37.7) 88(36.8) 49(20.5) 12(5.0)

8.里 親 の苦労や悩みの理解 を 109(45.6) 88(36.8) 29(12.1) 13(5.4)

9.経 済 的な苦労の理解 を 55(23.0) 103(43.1) 68(28.5) 13(5.4)
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(12)希 望する研修の内容について

里親の研修(形 式や内容)に ついて記述があったのは、

137件 であ り、全体の57.3%で あった。研修形式に関する

ものでは、「体験談を語 り合いたい 」(52件)と する意見

が最 も多 く、次いで、「グループ討議 を取 り入れてほし

い 」(30件)と いう意見が多 くみ られた。

また、講義内容 に関するものでは、「子 どもの発達上の

問題 」(8件)を 内容 として期待 ・希望する意見が最 も

多 く、次いで、「年齢に応 じた育て方 」(7件)を 内容 と

して期待 ・希望する意見が多 く見 られた。 これらの記述

に関して、研修形式と講義内容 とに大きく類型化 し、表

11の ようにまとめることがで きる。

表10　 児童相談所への意見の類型

n＝105

①児童相談所の勤務形態に関する不満(最 も多かった意見群、26件)

・児童相談所の職員の人事異動が頻繁すぎる

・職員の転勤が多 く、またゼロから信頼関係 を築かなければいけない

・職員同士の引継 ぎが不十分である

・職員の人数を増や して、里子や里親に対 して きめ細かい対応 をしてほしい

・里親専属の職員 を配置 してほしい 等

②児童相談所から提供される情報量の少なさへの不満ならびに里親委託の一層の促進を

主張する意見(次 に多かった意見群、17件)

・里親に出せる子どもの情報 を、ためらわずに公開 してほしい

・里親を必要としている子 どもたちの情報を知 らせるとともに、 もっと委託を促進 して

ほしい

・も っ と里 親 を信 頼 して ほ しい

・委託数をどんどん増やしてほしい 等

③柔軟性のある多様な対応を望む意見(第3番 目に多かった意見群、16件)

・児童相談所は事務的でマニュアルどお りの対応 しかして くれない

・児童相談所の職員は迅速に行動 して くれない

・様 々 な ケ ー ス に柔 軟 に もっ と対 応 して ほ しい

・本当に困ったときに相談にのって くれない

・定期的に相談にのってほしい

・家庭訪問をしてほ しい 等

④里親へのアフターケアを望む意見(4番 目に多かった意見群、6件)

・委託をされた里親さんへのアフターケアを望みます

・研修会 ・懇談会 ・連絡会等 を通 じて里親同士のつなが りを促進 してほしい 等

⑤児童相談所職員の専門性への期待(5番 目に多かった意見群、5件)

・児童に対する知識 も無 く、若 く子育て経験 も無い担当者 と詳 しい話 しが出来ない

・職員は是非専門職 として採用 してほ しい 等

⑥その他(少 数意見、35件)

・大変な仕事なので協力 をしたい

・よ く相 談 に の っ て くれ て い る

・里子の現状 を知った上でア ドバイスをしてほ しい

・10組の親子があれば10組 の現実があることを知ってほしい

・里親制度がよく知 られていない

・実父母 に対する判断が甘す ぎる

・里親分野への比重が軽い 他
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Ⅲ考察

1　 里親制度を知った経緯と動機

里親制度を知った経緯で特徴的だったのは、「市町村の

広報誌」や 「公的機関」に次 いで 「その他」 としての

「里親 自身が児童養護施設の職員であった」「身近 に里子

や養子がいた」 とい うことか ら里親制度を知ったという

ケースが多 く、里親制度 を普及 させるためには、 まず周

囲の人々への理解 と関心 を促すことが大切なことを示唆

している。

周囲の人たちや関係者が里親や里子の生活に実際に接

することにより、里親制度に対 しての偏見や思いこみ等

の誤解 を少な くするとともに、今後は開かれた里親家庭、

養子縁組家庭に してい くことがます ます期待 される。ま

た、福祉関係者 として保育、福祉系大学等の学生、福祉

施設職員、次に学校教師や児童教育の専門家、民生委員

や児童委員等に里親制度の目的や役割を十分理解 しても

らう必要性があると考え られる。

里親申請時の動機については 「子 どもがいない」 とい

う理由が最 も多 く、「養子縁組希望」 も大半が子 どもの

いない夫婦であることからみても、里親 と子 どものいな

い夫婦の関連性は大変強い。子 どもがいないという理由

で里親 を希望することは、里親のニーズが大 きいなどか

表12そ の他の意見(カ ッコ内の数字は記述回答件数)

(13)そ の他の意見や感想について

その他 の意見や感想 についての 自由記述 は81件 であ

り、 全 体 の33.9%で あ っ た 。

表11希 望する研修内容に関する意見の類型

n＝137(複 数 回答)

①研修形式について(カ ッコ内の数字は記述回答件数)

・体験談 を語 り合 う(52)

・グ ル ー プ討 議(30)

・堅苦 しくなく本音で話 し合 える(9)

・個 別 相 談(5)

・講義形式(5)

・そ の 他(9)

②講義 内容について

・子 どもの発達上の問題(8)

・年齢に応 じた育て方(7)

・子 どもの社会的自立や施設に返す場合 について(6)

・適応の過程における心理的問題 とその対応について(6)

・子 どもの実親 に対する感情の受け止め方について(5)

・委託児童 と里親過程の家族、近隣 との関係で起こ りやすいス トレスについて(5)

・委託前の説明(4)

・施設 にいる子 どもの状況を施設職員から聞きたい(4)

・養子制度 とその手続 きについて(3)

・そ の他(14)

n=81

①里親委託のシステムを変更 し、委託 をスムーズに行ってほ しい(21)

②里親制度に対する不満(14)

③充実感や達成感がある(10)

④里親会同士のネットワークの必要性(6)

⑤親権 を尊重 しす ぎる(5)

⑥専門性のあるケースワーカーの配置 を望む(4)

⑦里親研修の必要性(2)

⑧その他(19)
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ら児童福祉の立場からは好ましくないと言われるが、現

状はこのように多 く、今後 も大幅に減少することはない

と思われる。子 どもがいないので里親になりたいと希望

することはご く自然な発想であるとも考えられるが、そ

れ だけでは児童福祉の目的が達成 されにくいケース もあ

り、里親研修が必要 となってくる。里親が第一 に考えな

ければならないことは委託児童の利益であるが、里親が

養育によって満足感や充実感を達成で きればなおさら良

いことであろう。里親の満足感や充実感は児童の養育 に

もプラス面が大 きく、里親の資質 としてまず子どもを育

てたいと思うことが重要であ り、その後 に里親の意義や

役割を学習することで児童の福祉 として十分機能 しうる

と思われる。最初から里親 として完成 された ものを求め

るよりは、里親制度に関心 を寄せてくれる人々に対 して

里親制度の理解 を促 してい くほうが、里親開拓には効果

があるものと思 われる。

2養 子縁組 との関連

里親申請時の動機 として全国調査では 「養子縁組を希

望」が3割 強みられているが、本調査では2割 弱であ り、

全国調査 よりは少ないという特徴が見られたが、設問の

違 う 「養子縁組についての意識」では、特別養子縁組 と

普通養子縁組を合わせた 「養子縁組希望」 と 「養子縁組

完了」が約5割 を占め、養子縁組希望が申請時の倍以上

になっている。このことは、里親認定後に意識の変化が

あったということがいえるが、その背景には里子を養育

中に養子縁組希望へ と意識が変化 したことが考え られ

る。近年の里親委託児童の特徴 として、親のいない児童

が多いこと、年齢層が低いこと、委託期間が長期化 して

いることを考慮すると、里親本来の目的である 「一時的

養育」だけでは児童のニーズに対応できない現状になっ

てきている。視点を変えれば、本来は養子縁組対象の児

童が里子 として委託されているということはではないだ

ろうか。

また長期の委託継続は、里親 も長期間養育をすること

によって相互の絆が深 まり、児童の福祉 とい うよりは、

感情面で法的な家族の一員としての希望が出てくること

も考えられる。わが国の里親は養子縁組希望が多いこと

は否定できないが、このような長期委託の現状 も養子縁

組希望を増加させる要因の一つではないだろうか。一方、

児童にとっても不安定で確信のない実親子関係 を継続す

るよりは、養子縁組 という児童のパーマネンシィを保障

する養育形態 も同様 に必要である。現状では里親の決断

や実親との交渉 といった複雑なプロセスを要する養子縁

組 よりも、複雑なプロセスを要さない長期委託の増加 と

いう現象が児童のニーズ に対応 しているもの と思 われ

る。この点が諸外国 とは違 うわが国の里親制度の特徴で

もある。 しか しなが ら、養育里親 と養子里親では対象児

童やその意義は明らかに異なっており、より委託児童の

ニーズにそった対応が必要である。里親、養子縁組にお

いて行政 レベルでの取 り扱いが早急に分離できないので

あれば、今後は児童の十分 なケースワークが求め られる

であろう。

3養 育の実際

養育の問題については里親同士で相談 した り、里親の

手記 ・里親会の機関紙 を参考にすることが多 く、当事者

間での問題解決が図 られていることが多かった。養育の

問題 には児童相談所が対応するシステムになってお り、

相談する相手としてアンケー ト調査では児童相談所が里

親同士に次いで多かったが、自由記載欄で児童相談所が

適切に対応 して くれないという不満 も大変多 く、実際的

には相談への対応が一定の水準 にあるとは言えず、それ

ぞれの機関においてまちまちであることが推測 される。

また、里親は養育においてケースワーカーの介入を好 ま

ない傾向が指摘 されているが、今回の調査では、適切な

支援を求める里親が多かった。

里親委託にあた り、最 も考慮されなければならないの

が委託の不調による措置変更である。里子 と里親家庭が

うま く適応で きずに措置変更されることは双方 ともに大

変傷つ く結果 とな りやすい。それゆえ委託が 慎重になら

ざるを得ないという状況である。櫻井*8は 東京都の養

育家庭の措置変更ケースを分析 し、里親や委託児童の問

題に加えてケースワークと支援体制の重要性 を指摘 して

いる。慎重な委託は申すまで もな く、委託前後の十分な

ケースワークや支援体制があっては じめて委託が促進さ

れ、不調ケースを少なくすることがで きよう。

里子を養育 したことに関 しては大多数が満足感 ・充実

感 を得てお り、里親役割をを肯定的に受け止めている。

今後の委託の希望がない場合にも、否定的な理由か らで

はなく、里親の高齢等が主な理由であった。「里親制度は

発展 しない」 とか 「他人の子 どもの養育 は難 しい」など

里親に対するマイナスイメージを持ちやすいが、実際 に

はプラス面が多いという結果が得 られている。

日本の里親制度は、社会的関心が低いこと、家制度 ・

血縁関係の重視による実子でない子の養育には偏見があ

るといわれてきたが、今回の調査では必ず しもそ うでは

ないという状況 も読み取れる。里親制度が発展 しない要

因として「差別や偏見があると思う」とする里親は多かっ

たが、実際面 において地域社会から差別や偏見 を受けて

不都合を感 じている里親は大変少 なかった。このことは、

従来の推論が里親の中にもかな り浸透 してお り、里親 自

身も偏見があると思いこんでいるが、社会的な偏見等は

実際には減少 して来ているのではないか と思わせる結果
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でもある。とはいっても、今 回の調査対象地区は首都圏

という都市部であ り、地方 と比較 した場合には、家制度

や血縁重視 という意識が少ない という背景があるからか

もしれない。 しかしなが ら子育ての価値観における調査

では、「家を継 ぐ」、「墓を守る」、「財産を守る」等の意識

は年々減少 してきてお り、「子 どもは親の従属物ではな

い」、「子育てを楽 しみたい」等の意識が増加 してきてい

る*9。 このような状況は、家制度や血縁重視 といった

意識が変化 してきていることの証左ではないか と思われ

る。

4研 修および支援体制

研修内容については委託前の状況や問題 に関する内容

が多 く、委託後の状況や委託によるマイナス面に関する

内容が少ない という傾向が見られ、里親の理解度 もそれ

と同様 の傾向であった。自由記載欄でも、「どちらかとい

うと里子を委託するまではあまり問題がなくうまくいき

そうな説明が多い」、「措置変更や近隣との関係、実親 と

の関係 についての説明があまりない」 ない という意見が

見 られていた。委託するにあたって、里親にあまり問題

点ばか りを強調 して消極的に してしまうのは問題だが、

プラス面 とマイナス面 を十分に納得 した上での委託が望

ましいのではないだろうか。そ して問題が起こった時点

で、 どのような支援が受けられるか等の説明が十分なさ

れるべ きであろう。

研修形式についての要望では、「体験談」、「グループ討

議」が多いことか ら、養育の問題に対 して当事者間で悩

みや問題 を話 し合い、解決策を自らが発見 してい くとい

うプロセスが求め られているといえる。これに対 しては、

里親会活動の発展がその機能を担 うのではないかと思わ

れるが、現状では里親会活動への参加があまり積極的で

ない といわれてお り、事例調査でも同様の傾向がみられ

ていた。里親会がより活発 に参加 しやすい形式で機能す

ることが大切であ り、里親会の開催回数を増や した り、

近隣地域 を小グループ化するなど、日常生活 に密着 した

活動への転換が必要であろう。

また、支援体制 として現状 において大 きな役割を果た

しているのは児童相談所であ り、次いで里親会であろう。

しか しなが ら調査結果か らは、児童相談所の対応 に対す

る不満が多 く、十分な支援 を受けていない と感 じている

里親 も多い。児童相談所の職員の転勤や異動が多 く、一

貫 した相談指導が受けられないという点が大 きな問題で

あるが、これは行政のシステム的な問題から波及 してき

ている問題である。専任の職員 を置いてほ しいとの希望

があっても、行政が里親業務を専門職 として認めていな

いところが多 く、一向に改善 される様子が見られていな

い。

また、大半の里親が研修は必要であると認識 している

が、中には 「実子を育てた経験があるので研修はいらな

い」 とする里親もお り、客観性 を欠いた養育や閉鎖的な

養育が懸念 される。従来の研修内容は知識を得 ることが

主であったが、今後は里親の自己研鑽 の場 と捉 え、自己

の養育 を客観的に判断す る場 としての活用が期待 され

る。里親も常に学習 してい くという姿勢が必要であ り、

それによって里親の資質 を向上させるとい う意識が必要

であろう。

5今 後の委託の可能性について

未委託里親の実態は、今 まであ まり把握 されていな

かったが、今回の調査では全体の42.6%を 占めてお り、

調査の目的は達成 されたといえる。未委託里親の7割 は

委託を望んでお り、委託を望んでいない里親は高齢であ

ること、養子縁組を完了が主な理由であった。今後は委

託 を望んでいない里親の登録を整理することが必要であ

ろう。

未委託里親のうち全 く児童を委託されない里親 も少数

ではあるが存在 し、その後の児童相談所 との関わりがほ

とんどなくな り連絡 もないため、いつになるかわか らな

い委託 を延々と待つことになりやすい。その結果、里親

としての意欲が消失 した り、児童相談所に不信感 を抱 く

ことになりやすい。里親の適性が問題で委託が不可能で

あるならば、里親に対 してそのことを伝 えたり、申請時

に適性 についての調査を十分に行 うことが必要と思われ

る。

委託児童の条件 について見たところ、性や年齢 にはあ

まりこだわっていない という結果であったが、障害児の

受け入れは困難な状況であった。近年は児童の背景や事

情 も複雑多様化 してお り、今後は障害児 も含めて対応可

能な多様 な資質をもつ里親の開拓 と育成が課題 となろ

う。

まとめ

今回の調査 は、関東地域の未委託里親を含む里親の意

識 を中程度の規模で把握で き、調査 目的はある程度達成

できた ものと思われる。里親制度運用についての里親の

意識や意見 を明らかにすることにより、今後の方向性の

示唆 となりうる結果がい くつか得 られた。

里親制度を効果的に運用するためには、里親や里親制

度を支 える里親開拓と研修、養育相談等の支援 システム

が最 も必要 とされていると考えられる。今後は関東地域

にとどまらず、地域 を拡大 してより多 くの里親の意識を

調査 してい くことも必要であろう。また、里親だけでな

く里親制度 をとりまく関係者や委託児童 を対象 とした調

査 も並行 して行い、意識や認識の違い、里親委託の効果



　　 『青森県立保健大学紀要』第1巻 第1号 、2000年 、

　 91-98頁 において、里親の意識や実態 ・一般社会の

　 認識等 についての科学的な分析、研究方法の再検討、

　 関連領域 との学際的な研究へと発展 させることの重

　 要性について考察 されている。

6)養 育里親とは、養子縁組 を目的としない里親である。

7)養 子里親とは、養子縁組 を目的 とした里親である。

8)櫻 井奈津子 「養育家庭への児童委託― 措置変更ケー

　 ス を通 して里親養育への支援 を考 える」『新 しい家

　 族』第31号 、養子 と里親 を考える会、1997年 、67-

　 87頁 。

9)厚 生省 『厚生白書　平成10年 版』厚生省、1998年 。
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などを総合 して分析 してい くことが求められている。

現代の児童家庭問題の特徴 として、少子化のさらなる

促進や育児ス トレスを含む児童虐待の増加、各家族化、

地域社会のサポー ト力の低下などが挙げられ、「育児 」が

ますます困難になりやすい状況にある。そのような中で、

里親が果たす役割は大 きいと考えられる。

つまり、近年の児童をとりまく環境や、家族の問題、

社会の意識、児童福祉改革による児童福祉施設の役割等

の変化か ら、里親制度の意義や役割 を改めて見直す必要

性 にも迫 られているのである。諸外国との単なる数値の

比較 によって 日本 の里親制度の遅れを論 じるだけでな

く、要保護児童の背景の変化や 日本の社会文化的背景に

沿った家庭的養護として里親制度 を位置付けてい く必要

性がある。

(受理 日:平 成13年11月16日)
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